
本 交 政 第 ３ 号

令和３年５月２８日

本庄市交通政策協議会委員 様

本庄市交通政策協議会 会長 今井 和也

（公印省略）

令和３年度第１回 本庄市交通政策協議会の書面開催について（依頼）

初夏の候、貴職におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、例年５月に開催しております本協議会ですが、新型コロナウイルス感染拡大予防

の観点から、下記のとおり書面開催とさせていただきたいと存じます。

つきましては、議事等について、別紙、書面協議書にて回答をお願いいたします。

記

１．送付物について

・委嘱状（交代のあった委員のみ）

・令和３年度本庄市交通政策協議会委員名簿

・本庄市交通政策協議会設置要綱

・令和３年度第１回 本庄市交通政策協議会（書面開催）説明

・令和３年度第１回 本庄市交通政策協議会（書面開催）資料

・書面協議書

・本庄市公共交通ガイド

・オリンピック聖火リレー通過に伴う交通規制について

２. 書面開催内容

１．委嘱状交付

２．報告事項

（１）利用状況の推移

（２）デマンド交通・シャトル便に対するアンケート結果

（３）デマンド交通予約のお断りとキャンセル件数

（４）地域公共交通計画の作成について



３．議 事

（１）令和２年度 事業報告及び歳入歳出決算について

（２）令和３年度 事業計画（案）及び歳入歳出予算（案）について

（３）令和４年度 生活交通確保維持改善計画（案）について

（４）デマンド交通・シャトル便における障害者割引運賃・料金による乗車時の

本人確認について

３．書面開催の流れ

(ア)送付いたしました「令和３年度第１回 本庄市交通政策協議会（書面開催）説明」

及び「令和３年度第１回 本庄市交通政策協議会（書面開催）資料」で各事項を

ご確認ください。

(イ)議事につきまして、その賛否（反対の場合は、その理由も）を、様式「書面協議

書」にご記入ください。報告事項についてご意見等ある場合は、その内容につい

てもご記入をお願いいたします。

(ウ)「書面協議書」は、令和３年６月７日（月）までに同封の封筒またはＦＡＸにて

ご返送をお願いいたします。

(エ)議事について、過半数の賛成をもって承認といたします。賛否同数の場合は議長

（会長）の決するところとします。（設置要綱第６条第３項）

議事の結果については委員の皆様に郵送で報告させていただくとともに、市のホ

ームページへ掲載をいたします。（なお、頂きましたご意見等は、委員の符号で要

旨を公開させていただきます。）

事務局：本庄市 都市整備部 都市計画課

担 当：菊池

電 話：０４９５（２５）１１３６（直通）

ＦＡＸ：０４９５（２４）０２４２

E-mail：tosikei@city.honjo.lg.jp

mailto:tosikei@city.honjo.lg.jp


本庄市交通政策協議会 事務局

（本庄市 都市整備部 都市計画課）宛 ＦＡＸ：０４９５－２４－０２４２

令和３年度第１回 本庄市交通政策協議会 書面協議書

１.【報告事項】意見等ございましたらご記入ください。

２．【議 事】

いずれかに〇を付けてください。反対の場合は理由をご記入ください。

（１） 令和２年度 事業報告及び歳入歳出決算について

賛成 ・ 反対（理由： ）

（２） 平成３年度 事業計画(案)及び歳入歳出予算(案)について

賛成 ・ 反対（理由： ）

（３） 令和４年度 生活交通確保維持改善計画（案）について

賛成 ・ 反対（理由 ）

（４） デマンド交通・シャトル便における障害者割引運賃・料金による

乗車時の本人確認について

賛成 ・ 反対（理由 ）

令和３年 月 日

(あて先)

本庄市交通政策協議会 会長 今井 和也

本庄市交通政策協議会 委員

氏 名

連絡先


